
道
路
整
備
の
促
進
と
道
路
財
源
の
確
保
を
求
め
る
意
見
書

鳴
門
市
は
、
四
国
と
阪
神
圏
と
を
繋
ぐ
ハ
ブ
都
市
（
交
流
拠
点
都
市
）
で
あ
り
四
国
の
東
玄
関
で
あ
る
。
神
戸
淡
路
鳴
門
自
動
車
道
に
よ
り

「
四
国
八
の
字
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
完
成
の
折
に
は
四
国
四
県
が
高
速
道
路
で
結
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
本
市
に
お
い
て
は
、
少

子
高
齢
化
社
会
に
対
応
し
た
医
療
施
設
へ
の
ア
ク
セ
ス
道
路
、
さ
ら
に
は
東
南
海
・
南
海
地
震
に
備
え
た
「
命
の
道
」
と
な
る
緊
急
輸
送
路
の

早
期
整
備
な
ど
、
解
決
に
当
た
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題
が
数
多
く
あ
る
。

こ
う
し
た
中
、
国
に
お
い
て
「
道
路
特
定
財
源
等
に
関
す
る
基
本
方
針
」
が
閣
議
決
定
さ
れ
道
路
特
定
財
源
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
一
年

度
か
ら
一
般
財
源
化
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
。

一
方
、
本
市
で
は
、
こ
れ
ま
で
道
路
特
定
財
源
に
加
え
、
多
額
の
一
般
財
源
を
投
入
し
、
必
要
な
道
路
整
備
を
進
め
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
厳
し
い
自
然
条
件
等
に
よ
り
道
路
整
備
は
依
然
と
し
て
非
常
に
遅
れ
て
お
り
、
ま
だ
ま
だ
都
市
の
地
域
間
格
差
が
縮
ま
っ
て
い
な
い
状
況

で
あ
る
。

こ
の
た
め
、
地
方
の
道
路
整
備
を
着
実
に
推
進
す
る
と
共
に
適
切
な
維
持
管
理
を
図
る
た
め
に
は
、
引
き
続
き
道
路
整
備
財
源
の
十
分
か
つ

安
定
的
な
確
保
が
不
可
欠
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
国
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
地
方
の
状
況
を
十
分
に
踏
ま
え
、
地
方
に
お
け
る
道
路
整
備
が

着
実
に
推
進
で
き
る
よ
う
、
道
路
特
定
財
源
の
一
般
財
源
化
に
あ
た
っ
て
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
特
段
の
配
慮
が
な
さ
れ
る
よ
う
強
く
要
望
す

る
。

記

一
、
地
域
間
格
差
の
是
正
か
ら
、
地
方
に
と
っ
て
真
に
必
要
な
道
路
整
備
が
着
実
に
進
め
ら
れ
る
よ
う
、
道
路
特
定
財
源
の
一
般
財
源
化
に
あ

た
り
地
方
財
源
の
充
実
強
化
に
つ
な
が
る
制
度
設
計
と
す
る
こ
と
。

二
、
地
方
に
と
っ
て
「
真
に
必
要
な
道
路
整
備
」
を
新
た
な
「
道
路
整
備
計
画
」
に
明
確
に
位
置
づ
け
、
そ
の
整
備
を
着
実
に
推
進
す
る
こ
と
。

三
、
本
州
四
国
連
絡
道
路
の
整
備
効
果
を
生
か
し
、
地
域
の
活
性
化
を
図
る
た
め
必
要
な
財
源
を
確
保
し
、
料
金
引
き
下
げ
や
割
引
導
入
な
ど
、

抜
本
的
な
料
金
体
系
の
見
直
し
を
行
う
こ
と
。

四
、
地
域
経
済
の
活
性
化
と
観
光
・
交
流
を
よ
り
一
層
推
進
す
る
た
め
「
四
国
八
の
字
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
の
早
期
整
備
を
図
る
と
共
に
、
暫
定

二
車
線
区
間
の
四
車
線
化
を
図
る
こ
と
。

五
、
「
東
南
海
・
南
海
地
震
に
係
る
地
震
防
災
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
」
で
指
定
さ
れ
る
地
域
に
お
け
る
地
震
対
策
の
重
要
性
・

緊
急
性
を
十
分
に
配
慮
し
、
緊
急
輸
送
道
路
の
整
備
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
橋
梁
の
耐
震
補
強
等
の
対
策
を
推
進
す
る
こ
と
。

六
、
今
後
、
橋
梁
等
の
道
路
施
設
が
急
速
に
老
朽
化
す
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
道
路
網
の
安
全
性
及
び
耐
久
性
を
確
保
す
る
た
め
、
適
時
適
切
な

修
繕
等
を
行
え
る
よ
う
必
要
な
財
源
を
確
保
す
る
こ
と
。

以
上
、
地
方
自
治
法
第
九
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
意
見
書
を
提
出
す
る
。

平
成
二
十
年
十
月
六
日

鳴

門

市

議

会


